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ｄ

相
当
性

緊
急
避
難
行
為
の
前
提
要
件
と
し
て
最
後
に
相
当
性
（A

ngem
essenheit

）
が
挙
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
刑

法
第
三
四
条
は
こ
の
要
件
を
明
文
化
し
て
い
る
。
他
人
の
法
益
へ
の
侵
害
は
社
会
倫
理
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
う
る

115
）

も
の
、
な
い
し
、
法
秩

序
の
最
上
位
の
原
則
、
価
値
概
念
に
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら

116
）

な
い
。
そ
こ
で
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
相
当
性
評
価
を
支
え
る
社
会
倫

理
的
性
質
で
あ
る
。
学
説
上
、
相
当
性
に
よ
る
修
正
の
前
提
要
件
は
法
益
・
利
益
衡
量
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
う
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
相

当
性
に
よ
っ
て
修
正
す
る
こ
と
の
意
義
が
争
わ
れ
て

117
）

い
る
。
し
か
し
、
法
益
・
利
益
衡
量
は
個
別
具
体
的
事
案
に
お
け
る
要
因
を
考
慮
に

入
れ
た
上
で
の
判
断
で
あ
る
の
で
、
そ
の
当
否
の
判
断
を
さ
ら
に
一
般
的
法
原
則
に
照
ら
し
検
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

法
益
・
利
益
衡
量
は
緊
急
避
難
行
為
を
基
礎
付
け
る
機
能
を
も
つ
の
に
対
し
て
、
相
当
性
は
こ
れ
を
限
定
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
が
明

確
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
相
当
性
を
利
益
衡
量
の
中
に
取
り
入
れ
て
考
慮
す
る
こ
と
は
、
そ
の
絶
対
的
性
格
か
ら
し
て
適
切
と
は
思
え

118
）

な
い
。

相
当
性
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
侵
害
さ
れ
る
法
益
主
体
で
あ
る
第
三
者
の
自
己
決
定
権
で
あ
る（
自
律
性
原
理
。Autonom

ieprinzip

）。

社
会
は
緊
急
権
を
保
障
す
る
侵
害
権
能
の
範
囲
内
で
無
関
係
の
第
三
者
に
最
小
限
の
犠
牲
の
用
意
の
あ
る
こ
と
を
期
待
す
る
が
、し
か
し
、
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自
由
主
義
に
立
脚
す
る
法
治
国
に
お
い
て
は
「
人
の
基
本
権
の
本
質
的
中
核
」
は
不
可
侵
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
抵
触
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
危
難
の
状
況
に
あ
る
者
と
の
連
帯
義
務
は
限
定
さ
れ
る
の
で

119
）

あ
る
。
そ
れ
以
外
の
法
益
に
つ
い
て
は
、

そ
の
処
分
は
法
益
主
体
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
者
の
同
意
が
あ
れ
ば
問
題
は
生
じ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
緊
急
避
難
行
為
の
相
当
性
以
外
の
要
件
が
揃
っ
て
お
れ
ば
、
人
は
あ
ら
ゆ
る
侵
害
を
忍
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
強
制
的
血
液
採
取
が
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。
患
者
の
差
し
迫
っ
た
生
命
の
危
険
を
救
助
す
る
た
め
に
必
要
な
血

液
を
、
偶
然
に
同
じ
、
稀
な
血
液
型
を
有
す
る
第
三
者
か
ら
そ
の
意
思
に
反
し
て
血
液
を
採
取
す
る
（
ガ
ラ
ス
の

120
）

設
例
）
こ
と
は
、
保
全

利
益
（
生
命
）
が
侵
害
利
益
（
自
由
、
身
体
の
不
可
侵
性
）
に
圧
倒
的
に
優
越
し
て
い
て
も
、
許
さ
れ

121
）

な
い
。
同
じ
こ
と
は
、
生
命
の
深

刻
な
危
険
に
直
面
し
て
い
る
患
者
を
救
助
す
る
た
め
に
、
生
き
て
い
る
者
か
ら
そ
の
意
思
に
反
し
て
他
人
へ
の
移
植
の
た
め
に
腎
臓
等
の

臓
器
を
摘
出
す
る
場
合
に
も
い

122
）

え
る
。
こ
の
場
合
、
専
ら
法
益
・
利
益
衡
量
と
い
う
観
点
か
ら
解
決
す
べ
き
だ
と
す
る
と
、
保
全
法
益
は

生
命
、
侵
害
法
益
は
身
体
と
自
己
決
定
権
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
避
難
行
為
が
許
さ
れ
か
ね
な
い
こ
と
に
な

123
）

ろ
う
。

手
段
が
す
で
に
そ
れ
だ
け
で
も
忌
み
嫌
わ
れ
る
な
い
し
耐
え
難
い
と
き
、
社
会
倫
理
的
理
由
か
ら
正
当
化
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な

手
段
を
用
い
る
こ
と
は
人
間
の
尊
厳
を
侵
害
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
拷
問
は
不
相
当
で
あ
る
。「
よ
り
大
き
な
損
害
」を
回

避
す
る
た
め
に
、
例
え
ば
、
誘
拐
事
件
に
お
い
て
、
死
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
人
質
の
居
場
所
を
突
き
止
め
る
た
め
に
は
、
逮
捕
さ
れ
た
誘

拐
犯
人
を
拷
問
に
か
け
る
こ
と
が
客
観
的
に
必
要
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
が
唯
一
の
手
段
で
あ
っ
て
も
、
拷
問
は
許
さ
れ

124
）

な
い
。

第
三
者
か
ら
の
切
迫
す
る
自
己
又
は
他
人
へ
の
不
利
益
を
回
避
す
る
た
め
に
、
無
理
強
い
さ
れ
て
行
な
わ
れ
る
犯
罪
、
す
な
わ
ち
、
緊
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急
避
難
状
況
が
強
要
（
刑
法
第
二
二
三
条
）
に
基
づ
く
と
き
、
例
え
ば
、
窃
盗
を
し
な
い
と
、
物
を
損
壊
し
な
い
と
、
あ
る
い
は
偽
証
し

な
い
と
殺
す
と
脅
さ
れ
て
窃
盗
や
物
の
損
壊
、
偽
証
行
為
を
行
な
う
場
合
、
こ
れ
は
一
般
に
強
要
緊
急
避
難
（N

otigungsnotstand

）
と

呼
ば
れ
て
い
る
が
、
強
要
の
被
害
者
で
あ
る
被
強
要
者
は
免
責
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
も
そ
も
正
当
化
緊
急
避
難
が
成
立
す
る
の
で
は
な

い
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
行
為
者
（
被
強
要
者
）
は
、
強
要
者
の
圧
力
に
屈
し
、
強
要
者
の
「
伸
ば
さ
れ
た
腕
」
と
し

て
の
道
具
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
側
面
を
相
当
性
で
は
な
く
、
利
益
衡
量
の
問
題
と
し
て
扱
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
レ
ン
ク

ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
強
要
緊
急
避
難
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
被
強
要
者
が
被
害
者
と
の
関
係
で
著
し
く
重
い
利
益
を
有
し
て
い
る

と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
、「
こ
の
行
為
者
が
、
強
制
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
不
法
の
側
に
踏
み
込
む
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
、
法
は
そ

れ
自
身
の
有
効
性
要
求
と
言
う
基
本
的
前
提
を
放
棄
す
る
意
思
の
な
い
と
き
、
基
本
的
に
是
認
で
き
な
い
こ
と
の
帰
結
で

125
）

あ
る
」。
こ
れ
に

対
し
て
、
正
当
化
緊
急
避
難
の
成
立
を
肯
定
す
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
見
解
も
見
ら
れ
る
。
ミ
チ
ュ
に
よ
れ
ば
、「
行
為
者
は
、
自
発
的
で
は
な

く
、
強
制
さ
れ
て
『
不
法
の
側
』
に
踏
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
強
要
者
と
連
帯
し
て
い
る
と
か
法
敵
対
的
態
度
は
そ
こ
に
は
表
れ
て
い
な

い
。
第
三
四
条
の
保
護
を
よ
り
に
も
よ
っ
て
重
い
犯
罪
の
被
害
者
〔
被
強
要
者
〕
に
拒
む
こ
と
は
耐
え
難
い
こ
と
で
あ
る
。〔
レ
ン
ク
ナ
ー

の
見
解
で
は
〕
無
関
与
の
第
三
者
は
被
強
要
者
に
対
し
て
正
当
防
衛
権
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
被
強
要
者
は
全
く
逃
げ
道
の
な
い

状
況
に
追
い
詰
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
緊
急
避
難
の
被
害
者
は
法
共
同
体
と
そ
の
構
成
員
の
連
帯
に
特
別
に
値
す
る
。
そ
れ
故
、

第
三
四
条
は
強
要
緊
急
避
難
の
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
但
し
、
被
強
要
者
が
強
要
者
に
対
す
る
正
当
防
衛
権
を
有
す
る
の

だ
か
ら
、
こ
う
い
っ
た
場
合
に
正
当
化
前
提
要
件
で
あ
る
『
必
要
性
』
に
特
別
の
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
権
利
行
使
が
不
可
能

か
期
待
で
き
な
い
と
き
に
初
め
て
、
無
関
与
の
第
三
者
の
法
益
へ
の
侵
害
が
甘
受
さ
れ

126
）

う
る
」。

し
か
し
、
こ
の
問
題
は
、
社
会
倫
理
か
ら
導
か
れ
る
相
当
性
の
規
準
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
緊

北研48(4・ )62 606

論 説



急
避
難
を
正
当
化
で
き
る
限
界
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
見
通
し
難
く
な
っ
て
き
た
利
益
衡
量
の
過
重
負
担
も
避
け
る
こ
と
が
で
き

る
の
で

127
）

あ
る
。
上
記
の
場
合
、
被
強
要
者
の
利
益
（
生
命
）
は
避
難
行
為
の
被
害
者
の
利
益
に
明
ら
か
に
優
越
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、

避
難
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る
の
か
否
か
、
そ
れ
は
相
当
性
の
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
被
強
要
者
が
不
法
の
側
に
踏
み

込
み
、
強
要
者
の
「
道
具
」
と
な
っ
て
い
る
と
き
、
強
要
者
に
よ
る
不
法
実
現
行
為
と
見
ら
れ
る
被
強
要
者
の
避
難
行
為
を
自
己
の
お
か

れ
た
苦
境
か
ら
脱
す
る
相
当
な
手
段
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
強
要
緊
急
避
難
で
は
通
常
の
緊
急
避
難
と
は
異
な
り
、
被
強

要
者
が
無
関
与
者
の
利
益
を
毀
損
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
強
要
者
の
利
益
が
直
接
的
に
守
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
強
要
者
に
よ
る

被
強
要
者
の
利
益
へ
の
脅
威
を
消
滅
さ
せ
る
た
め
の
前
提
要
件
が
作
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
被
強
要
者
の
避
難
行

為
が
正
当
化
さ
れ
、
無
関
与
者
に
正
当
防
衛
権
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
そ
れ
は
社
会
倫
理
的
に
受
け
入
れ
が
た
い
こ
と
に

な
る
。
無
関
与
の
避
難
被
害
者
は
被
強
要
者
に
対
す
る
正
当
防
衛
権
を
有
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
正
当
防
衛
権
は
正
当
防
衛
行
為
の
社

会
法
的
な
い
し
社
会
倫
理
的
限
界
に
服
す
る
。
か
り
に
、
被
強
要
者
の
避
難
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
、
避
難
被
害
者

は
強
要
者
へ
の
正
当
防
衛
だ
け
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
強
要
者
が
被
強
要
者
の
犯
行
現
場
に
い
な
い
と
き
は
、
こ
れ
は
ま
っ
た

く
効
果
的
で
な
く
、
結
局
、
こ
う
い
っ
た
犯
罪
態
様
を
選
択
す
る
背
後
者
た
る
強
要
者
を
利
す
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ

と
は
法
秩
序
の
有
効
性
へ
の
信
頼
が
著
し
く
動
揺
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
繫
が
る
。
避
難
行
為
の
被
害
者
は
避
難
行
為
者
へ
の
正
当
防
衛
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
法
益
を
侵
害
か
ら
守
る
だ
け
で
な
く
、
強
要
者
に
よ
っ
て
挑
戦
を
受
け
た
法
秩
序
の
有
効
性
を
確

証
す
る
の
で

128
）

あ
る
。
結
局
、
強
要
緊
急
避
難
に
お
い
て
保
全
利
益
と
侵
害
利
益
の
間
に
優
劣
関
係
が
あ
る
と
き
、
免
責
緊
急
避
難
の
成
否

が
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

官
公
庁
の
上
位
の
者
か
ら
違
法
な
指
示
・
命
令
を
受
け
た
公
務
員
は
そ
れ
に
従
う
こ
と
を
拒
絶
で
き
る
し
、
拒
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。
違
法
な
指
示
・
命
令
の
不
遵
守
は
適
法
で
あ
る
。
違
法
な
指
示
・
命
令
を
受
け
た
公
務
員
が
、
こ
れ
に
従
わ
な
い
と
き
不
利
益
を
蒙

る
お
そ
れ
か
ら
、
こ
れ
に
従
う
と
き
、
こ
れ
は
命
令
緊
急
避
難
（B

efehlsnotstand

）
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
は
不
相
当
で
あ
り
、
違
法

で
あ
っ
て
、
免
責
の
余
地
だ
け
が

129
）

残
る
。
但
し
、
過
剰
避
難
の
成
否
の
検
証
が
必
要
と

130
）

な
る
。

経
済
的
不
利
益
、
例
え
ば
、
切
迫
す
る
破
産
と
か
解
雇
を
避
け
る
た
め
に
、
違
法
な
方
法
で
金
銭
調
達
を
す
る
の
も
、
こ
れ
は
経
済
的

緊
急
避
難
（W

irtschaftsnotstand

）
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
正
当
化
さ
れ
な
い
。
こ
う
い
っ
た
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
い
わ

れ
の
な
い
苦
境
（
例
え
ば
、
連
鎖
倒
産
）
を
詐
欺
、
横
領
、
背
任
等
に
よ
っ
て
緩
和
す
る
、
し
た
が
っ
て
、
自
己
の
危
険
を
第
三
者
に
転

嫁
す
る
こ
と
は
社
会
倫
理
的
に
許
さ
れ

131
）

な
い
。

誰
も
自
分
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
か
な
り
の
財
産
的
不
利
益
を
甘
受
す
る
必
要
は
無
い
。
例
え
ば
、
無
一
文
の
重
病
人
が
自
分
の
生
命

を
救
う
た
め
に
手
術
に
必
要
な
金
銭
を
大
富
豪
か
ら
盗
む
こ
と
は
正
当
化
さ
れ

132
）

な
い
。

Ⅳ

主
観
的
要
素

主
観
的
要
素
は
行
為
者
か
ら
、
そ
の
行
為
を
正
当
化
す
る
事
情
の
認
識
を
要
求
す
る
。
す
な
わ
ち
、
緊
急
避
難
状
況
の
事
実
的
前
提
要

件
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
、
行
為
者
の
特
別
の
動
機
と
か
特
別
の
救
助
意
思
が
必
要
で
な
い
の
は
、
正
当
防
衛
の
場
合
と

同
じ
で

133
）

あ
る
。

危
難
の
認
識
を
も
っ
て
避
難
行
為
に
出
た
が
、
避
難
行
為
の
結
果
に
関
す
る
認
識
が
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
避
難
意
思
は
あ
る
。
大
阪
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高
判
昭
和
四
五
・
五
・
一
高
刑
集
二
三
・
二
・
三
六
七
は
、〔
被
告
人
は
、
貨
物
自
動
車
を
運
転
し
て
時
速
55
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
で
道

路
を
北
進
中
、
道
路
の
中
央
線
を
超
え
て
南
進
し
て
く
る
自
動
車
を
前
方
30
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
で
認
め
、
こ
れ
と
の
接
触
を
避
け
よ
う
と

し
て
、
左
後
方
の
安
全
を
確
認
せ
ず
50
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に
減
速
し
て
道
路
を
左
に
変
更
し
、
後
方
か
ら
進
行
し
て
き
た
甲
運
転
の

自
動
二
輪
車
に
気
づ
か
ず
自
車
後
部
に
同
車
を
接
触
さ
せ
て
、
甲
に
加
療
三
週
間
の
傷
害
を
負
わ
せ
た
と
い
う
事
案
〕に
お
い
て
、「
本
件

が
通
常
の
状
況
の
下
に
発
生
し
た
も
の
な
ら
ば
、
後
続
車
甲
の
車
の
操
作
に
遺
憾
の
点
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
被
告
人
は
進
路
変
更
に
つ

き
安
全
措
置
を
と
ら
ず
且
後
方
の
安
全
確
認
を
怠
っ
た
た
め
本
件
事
故
を
惹
起
し
た
も
の
と
し
て
過
失
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
免
れ
な

い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
本
件
に
あ
っ
て
は
、
…
…
被
告
人
は
３
、
40
メ
ー
ト
ル
前
方
に
中
央
線
を
超
え
て
高
速
度
で
対
向

し
て
来
る
車
を
発
見
し
（
…
…
）
こ
れ
と
衝
突
の
危
険
を
感
ず
る
状
態
に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
自
己
の
生
命
身
体
に
対
す
る

現
在
の
危
険
な
状
態
に
あ
っ
た
も
の
と
い
う
外
は
な
く（
…
…
）、
こ
の
衝
突
の
危
険
を
避
け
ん
と
し
て
把
手
を
左
に
切
り
、
約
１
メ
ー
ト

ル
左
に
寄
っ
た
被
告
人
の
行
動
は
、
現
在
の
危
難
を
避
け
る
た
め
已
む
こ
と
を
得
な
い
行
為
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
判
示
し
て
緊
急

避
難
の
成
立
を
認

134
）

め
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
正
当
化
事
情
の
（
完
全
な
）
認
識
が
行
為
者
に
な
い
と
き
、
例
え
ば
、
甲
が
石
を
投
擲
し
て
乙
の
家
の
窓
ガ
ラ
ス
を

割
っ
た
と
こ
ろ
、
乙
の
家
に
は
ガ
ス
が
充
満
し
て
い
て
部
屋
に
寝
て
い
た
乙
の
子
で
あ
る
丙
が
窒
息
死
を
免
れ
た
と
い
う
場
合
、
正
当
化

緊
急
避
難
は
成
立
し
な
い（
偶
然
避
難
）。
こ
の
場
合
、
結
果
無
価
値
の
不
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
既
遂
が
成
立
す
る
の
か
、
未
遂
に
と
ど

ま
る
の
か
は
、
正
当
防
衛
の
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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Ⅴ

業
務
上
特
別
の
義
務

刑
法
第
三
七
条
第
二
項
は
、「
前
項
の
規
定
は
、
業
務
上
特
別
の
義
務
が
あ
る
者
に
は
、
適
用
し
な
い
」
と
規
定
す
る
。「
業
務
上
特
別

の
義
務
あ
る
者
」
と
は
、
業
務
の
性
質
上
、
一
定
の
危
難
に
身
を
晒
す
べ
き
義
務
を
有
す
る
者
を
指
す
。
義
務
の
根
拠
は
、
法
令
に
よ
る

と
、
契
約
又
は
慣
習
に
よ
る
と
を
問
わ
な
い
。
例
え
ば
、
警
察
官
、
消
防
吏
員
、
水
防
団
員
、
自
衛
官
、
船
長
、
海
員
、
医
師
、
看
護
師

等
一
段
と
高
い
危
険
負
担
の
義
務
を
負
う
者
は
正
当
化
緊
急
避
難
を
援
用
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
許
さ
れ

135
）

な
い
。
か
か
る
人
は
通
常
の
業

務
活
動
に
伴
う
危
険
の
範
囲
内
に
お
い
て
は
そ
の
利
益
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
か
る
危
険
を
義
務
に
反
し
て
避
け
る
と
き
、

違
法
に
行
為
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
消
防
吏
員
の
場
合
、
単
な
る
物
的
価
値
を
救
助
す
る
た
め
で
も
生
命
、
身
体
と
い
っ
た
一
身
専
属
的

法
益
を
投
入
す
る
義
務
が

136
）

あ
る
。

し
か
し
、
極
端
な
場
合
に
は
特
別
の
義
務
が
あ
っ
て
も
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
。
危
険
負
担
義
務
は
危
険
を
冒
す
義
務
だ
が
、
し
か
し
、

自
己
を
犠
牲
す
る
こ
と
ま
で
を
も
要
求
す
る
も
の
で
は

137
）

な
い
。
例
え
ば
、
死
あ
る
い
は
重
大
な
健
康
障
害
が
少
な
く
と
も
高
い
蓋
然
性
を

も
っ
て
予
期
で
き
る
と
き
、
危
険
を
避
け
る
こ
と
は
特
別
の
義
務
拘
束
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
緊
急
避
難
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
で

あ
り
、
価
値
の
あ
る
物
だ
け
が
救
助
さ
れ
る
べ
き
場
合
に
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
消
火
作
業
中
の
消
防
吏
員
が
、
崩
れ

落
ち
て
き
た
梁
の
下
敷
き
に
な
る
の
を
免
れ
る
た
め
に
、
隣
家
の
板
塀
を
破
っ
て
隣
地
内
に
避
難
す
る
場
合
で

138
）

あ
る
。
も
と
よ
り
、
個
々

の
特
別
の
義
務
引
き
受
け
と
具
体
的
状
況
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
の
生
命
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
き
、
高
め
ら
れ
た
安
全

上
の
危
険
を
冒
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
人
質
解
放
と
か
テ
ロ
と
の
闘
い
の
た
め
と
い
っ
た
極
端
な
状
況
に
投
入
さ
れ
る
警
察

官
。
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Ⅵ

自
招
危
難

正
当
化
緊
急
避
難
の
中
心
に
あ
る
原
則
は
保
全
法
益
の
優
越
性
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
何
ら
か
の
態
様
で
緊
急
避
難
状
況
を
招
い
た
場
合

で
も
、
基
本
的
に
、
相
応
の
緊
急
権
は
存
続
す
る
。
緊
急
避
難
行
為
者
が
緊
急
避
難
状
況
を
自
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
自
己
答
責
的
に
惹
起

し
た
と
い
う
事
情
は
緊
急
避
難
の
援
用
を
一
般
的
に
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
猛
然
と
襲
っ
て
く
る
ド
ー
ベ
ル
マ
ン
を
殺
害

す
る
こ
と
は
、
行
為
者
が
そ
れ
を
事
前
に
刺
激
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
当
該
行
為
の
正
当
化
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は

139
）

な
い
。
同
様
に
、
過
失
か
ら
自
宅
火
災
を
生
じ
さ
せ
た
者
が
、
自
己
の
生
命
を
救
う
た
め
に
隣
家
の
塀
を
破
壊
し
て
し
か
避
難
で
き
な
い

と
い
っ
た
場
合
も
緊
急
避
難
は
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
緊
急
避
難
状
況
を
自
己
答
責
的
に
惹
起
し
た
者
は
、
そ
の
帰
結
も
自
ら
負
わ

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
伝
統
的

140
）

命
題
は
も
は
や
維
持
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

バ
エ
イ
エ
ル
ン
高
等
裁
判
所
は
、
有
名
な﹇
糞
尿
事
件
﹈〔
糞
尿
を
積
載
し
た
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
の
運
転
者
が
主
要
街
路
か
ら
あ
ぜ
道
に

曲
が
っ
た
。
そ
の
道
路
は
貨
物
自
動
車
が
走
行
す
る
に
は
狭
す
ぎ
る
こ
と
が
認
識
で
き
た
。
約
30
メ
ー
ト
ル
走
行
し
た
と
こ
ろ
で
、
右
輪

が
側
溝
に
嵌
っ
て
し
ま
い
、
自
動
車
は
ひ
っ
く
り
返
り
そ
う
に
な
っ
た
。
６
万
マ
ル
ク
相
当
の
価
値
の
あ
る
貨
物
自
動
車
に
損
害
が
発
生

す
る
の
を
避
け
る
た
め
、
運
転
者
は
糞
尿
を
タ
ン
ク
か
ら
畑
に
排
出
し
、
で
き
る
だ
け
害
が
及
ば
な
い
よ
う
に
ホ
ー
ス
で
分
散
さ
せ
た
。

軽
く
な
っ
た
貨
物
自
動
車
は
そ
こ
を
立
ち
去
っ
た
〕
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
糞
尿
を
排
出
し
た
こ
と
自
体
は
貨
物
自
動
車
の
価
値
が
優

越
し
て
い
る
た
め
に
正
当
化
緊
急
避
難
が
認
め
ら
れ
る
が
、
あ
ぜ
道
に
曲
が
っ
た
と
い
う
先
行
行
為
に
、
廃
棄
物
排
出
禁
止
の
過
失
犯
の

成
立
を
認
め
た
が
、
そ
の
理
由
は
、
あ
ぜ
道
に
入
れ
ば
緊
急
状
態
に
陥
る
の
は
予
測
で
き
た
と
い
う
も
の
だ

141
）

っ
た
。
原
因
に
お
い
て
違
法

な
行
為
の
理
論
を
適
用
し
た
本
判
決
は
、
一
方
で
避
難
行
為
の
正
当
性
を
肯
定
し
な
が
ら
、
他
方
で
処
罰
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
に
は
次
の
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よ
う
な
批
判
が
加
え
ら
れ
る
。
あ
ぜ
道
に
入
り
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
「
廃
棄
物
の
排
出
」
と
い
う
構
成
要
件
に
包
摂
で
き
な
い
し
、
も

し
そ
う
す
る
と
類
推
禁
止
に
違
反
す
る
。
こ
の
理
論
は
法
政
策
に
も
望
ま
し
く
な
い
。
救
助
行
為
は
正
当
化
さ
れ
る
が
、
先
行
行
為
の
故

に
処
罰
さ
れ
る
な
ら
、
行
為
者
と
し
て
は
処
罰
さ
れ
た
く
な
い
な
ら
救
助
行
為
を
し
な
い
と
い
う
途
を
選
ぶ
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
法

秩
序
に
は
救
助
が
、
し
た
が
っ
て
、
優
越
利
益
の
維
持
が
大
事
で
あ
る
の
に
、
こ
の
理
論
に
よ
る
と
、
法
秩
序
の
本
来
の
目
的
が
達
成
さ

れ
な
く
な
っ
て
し

142
）

ま
う
。

も
っ
と
も
、
厳
格
な
功
利
主
義
の
立
場
（
費
用
｜
利
益
｜
計
算
）
か
ら
正
当
化
緊
急
避
難
を
基
礎
付
け
る
立
場
か
ら
、「
ど
の
よ
う
に
実

際
の
状
況
か
ら
で
き
る
限
り
僅
か
な
費
用
で
脱
す
る
か
が
重
要
で
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
か
か
る
利
益
が
こ
の
状
況
に
立
ち
至
っ
た
か
は

重
要
で

143
）

な
い
」と
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
自
招
危
難
で
は
、
常
に
正
当
化
緊
急
避
難
が
成
立
し
、
場
合
に
よ
っ
て
、

原
因
に
お
い
て
違
法
な
行
為
の
理
論
に
よ
る
処
罰
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
、
自
招
危
難
者
に
危
難
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
に
自
己
答
責
が

あ
る
と
き
、
連
帯
へ
の
要
求
が
減
少
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
正
当
化
緊
急
避
難
の
成
立
が
制
限
さ
れ
う
る
場
合
が
あ
り
う
る
。
す
な
わ

ち
、
自
己
答
責
的
に
危
難
状
況
を
招
来
し
た
こ
と
が
、
利
益
衡
量
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
場
合
が
あ
る
の
で

144
）

あ
る
。
利
益
衡
量
と
い

う
の
は
、
抽
象
的
価
値
比
較
で
は
な
く
、
具
体
的
事
案
に
即
し
た
利
益
比
較
だ
か
ら
で
あ
る
。
保
護
に
値
す
る
か
否
か
も
そ
の
一
要
素
で

あ
る
。

緊
急
避
難
状
況
に
お
い
て
他
人
の
法
益
を
侵
害
す
る
た
め
に
、
意
図
的
に
か
か
か
る
状
況
を
惹
起
す
る
場
合
、
い
わ
ゆ
る
危
難
の
意
図

的
挑
発（A
bsichtsprovok

ation

）は
、
正
当
化
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
自
招
危
難
者
は
連
帯
の
要
求
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
自
招
危
難
者
は
、
自
ら
危
険
を
招
来
し
な
い
と
い
う
や
り
方
で
、
自
分
の
法
益
侵
害
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
意
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図
的
に
招
来
し
た
利
益
衝
突
状
況
を
「
侵
害
法
益
」
を
犠
牲
に
し
て
「
保
全
利
益
」
を
維
持
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

145
）

な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、

自
招
危
難
に
意
図
的
挑
発
が
な
い
と
き
、
原
則
的
に
危
難
行
為
者
の
保
護
価
値
は
否
定
さ
れ

146
）

な
い
。
し
か
し
、
こ
の
保
護
価
値
は
減
少
し

て
い
る
と
い
え
る
の
で
、
そ
れ
は
利
益
衡
量
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
招
危
難
か
ら
生
ず
る
状
況
を
他
人
の
法
益
を
犠

牲
に
し
て
し
か
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
き
は
、
正
当
化
緊
急
避
難
の
成
立
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で

147
）

あ
る
。

Ⅶ

緊
急
救
助

刑
法
第
三
七
条
は
第
三
者
の
法
益
へ
の
危
難
を
避
け
る
た
め
の
緊
急
避
難
を
認
め
る
。「
他
人
」の
意
思
に
反
す
る
避
難
行
為
は
許
さ
れ

な
い
。
緊
急
避
難
は
個
人
法
益
を
保
全
す
る
趣
旨
の
規
定
だ
か
ら
で

148
）

あ
る
。
救
助
者
が
他
人
の
同
意
の
意
思
表
示
を
認
識
し
て
い
な
い
と

き
、
故
意
責
任
が
阻
却
さ
れ
る
。

救
助
緊
急
は
、
保
全
法
益
と
侵
害
法
益
が
同
一
人
に
帰
属
す
る
場
合
に
も
可
能
で
あ
る
。
法
文
も
保
全
法
益
と
侵
害
法
益
が
異
な
っ
た

人
に
帰
属
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
な
い
。
火
事
で
逃
げ
送
れ
て
窒
息
死
す
る
危
険
に
瀕
し
て
い
る
幼
児
を
そ
の
父
親
や
消
防
吏
員
が
下

で
救
助
隊
員
の
広
げ
る
救
助
幕
目
掛
け
て
投
げ
込
む
と
き
、
そ
の
投
下
行
為
に
幼
児
の
生
命
の
危
険
が
伴
う
が
、
し
か
し
、
そ
の
生
存
の

可
能
性
も
高
め
ら
れ
る
場
合
、
避
難
行
為
は
正
当
化
さ

149
）

れ
る
。

Ⅷ

過
剰
避
難

刑
法
第
三
七
条
第
一
項
但
し
書
き
は
、「
そ
の
程
度
を
超
え
た
行
為
は
、
情
状
に
よ
り
、
そ
の
刑
を
減
軽
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
の
危
難
に
対
す
る
避
難
行
為
が
行
な
わ
れ
た
が
、
避
難
行
為
が
そ
の
限
界
を
超
え
た
場
合
が
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過
剰
避
難
で

150
）

あ
る
。
現
在
の
危
難
が
な
い
と
き
は
、
過
剰
避
難
も
あ
り
え

151
）

な
い
。
危
難
が
存
在
し
て
も
、
補
充
性
の
要
件
を
欠
如
し
て
い

る
場
合
は
過
剰
避
難
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
判
例
と
し
て
、
東
京
高
判
昭
和
四
六
・
五
・
二
四
判
タ
二
六
七
・
六
一
（
注
80
）、
大
阪
高

判
平
成
一
〇
・
六
・
二
四
高
刑
集
五
一
・
二
・
一
一
六
（
監
禁
状
態
に
お
か
れ
て
い
た
被
告
人
が
そ
こ
か
ら
脱
出
す
る
た
め
に
現
住
建
造

物
に
放
火
し
た
が
、
他
に
害
の
少
な
い
、
よ
り
平
穏
な
態
様
で
の
逃
走
手
段
が
存
在
し
た
の
で
、
過
剰
避
難
は
成
立
し
な
い
）が
あ
る
が
、

そ
れ
は
妥
当
で

152
）

な
い
。
過
剰
避
難
の
場
合
に
は
、
行
為
の
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
な
い
が
、
期
待
可
能
性
が
減
少
又
は
な
く
な
る
こ
と
に
よ

り
、
刑
が
減
軽
又
は
ま
っ
た
く
免
責
さ
れ
う
る
（
こ
の
場
合
、
実
体
法
上
は

153
）

無
罪
）。

Ⅸ

誤
想
避
難

行
為
者
が
正
当
化
緊
急
状
況
の
事
実
的
前
提
要
件
を
誤
想
す
る
と
き
、
正
当
化
事
情
の
誤
想
と
し
て
、
故
意
責
任
が
否
定
さ
れ
、
誤
想

に
つ
き
不
注
意
が
認
め
ら
れ
場
合
、
過
失
犯
で
処
罰
さ
れ
う
る
。

Ⅹ

誤
想
過
剰
避
難

誤
想
避
難
と
過
剰
避
難
と
が
競
合
し
た
場
合
が
誤
想
過
剰
避
難
で

154
）

あ
る
。
そ
れ
は
誤
想
過
剰
防
衛
に
準
じ
て
扱
わ
れ
る
。
大
阪
簡
判
昭

和
六
〇
・
一
二
・
一
一
判
時
一
二
〇
四
・
一
六
一
は
、〔
被
告
人
は
天
王
寺
駅
構
内
の
階
段
に
座
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
や
く
ざ
風
の
50
歳
く

ら
い
の
男
か
ら
話
し
か
け
ら
れ
、
仕
事
を
探
し
て
い
る
な
ら
俺
に
任
せ
て
お
け
、
一
緒
に
飲
も
う
と
言
わ
れ
て
、
同
人
の
奢
り
で
そ
の
場

に
座
っ
た
ま
ま
飲
ん
だ
。
そ
の
う
ち
同
所
に
来
た
そ
の
男
の
知
り
合
い
と
見
ら
れ
る
や
く
ざ
風
の
35
歳
く
ら
い
の
男
か
ら
も
仕
事
の
こ
と

は
任
せ
て
お
け
、
外
へ
出
よ
う
等
と
言
わ
れ
た
が
、
長
時
間
た
く
さ
ん
の
酒
を
飲
ま
せ
て
く
れ
た
の
に
は
魂
胆
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

不
安
に
な
り
、
座
っ
た
ま
ま
で
い
た
と
こ
ろ
、
若
い
方
の
男
か
ら
頭
を
小
突
か
れ
、
二
人
は
ま
た
戻
っ
て
く
る
か
ら
そ
こ
に
い
ろ
と
言
っ
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て
立
ち
去
っ
た
。
被
告
人
は
コ
ン
コ
ー
ス
内
を
歩
く
う
ち
に
、
二
日
前
に
西
成
方
面
で
数
人
の
男
か
ら
殴
ら
れ
て
所
持
金
三
万
円
く
ら
い

を
奪
わ
れ
、
前
歯
を
折
ら
れ
る
等
の
負
傷
を
思
い
合
わ
せ
、
二
人
の
男
が
怖
ろ
し
く
な
り
早
く
逃
げ
出
さ
ね
ば
と
考
え
た
が
、
二
人
に
見

ら
れ
て
い
る
感
じ
が
し
、
逃
げ
出
す
の
を
見
つ
か
れ
ば
殴
ら
れ
た
り
蹴
ら
れ
た
り
す
る
に
違
い
な
い
と
思
い
込
み
、
コ
ン
コ
ー
ス
か
ら
外

へ
出
る
こ
と
が
で
き
ず
、
地
下
一
階
に
降
り
、
ア
ベ
ノ
地
下
街
に
入
り
、
ビ
ー
ル
瓶
等
護
身
用
に
な
る
も
の
を
探
し
た
が
、
理
容
室
の
ガ

ラ
ス
越
し
に
散
髪
バ
サ
ミ
が
置
か
れ
て
い
る
の
を
見
て
咄
嗟
に
こ
れ
を
護
身
用
に
し
よ
う
と
思
い
同
店
に
飛
び
込
み
右
ハ
サ
ミ
を
勝
手
に

持
ち
出
し
た
〕と
い
う
事
案
に
お
い
て
、「
被
告
人
が
現
在
の
危
難
を
誤
想
し
て
こ
れ
を
避
け
る
た
め
本
件
行
為
に
出
た
も
の
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
し
、
…
…
被
告
人
は
、
…
…
階
段
か
ら
地
上
に
出
て
二
人
の
男
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
で
な
く
、
危
難

を
怖
れ
る
の
で
あ
れ
ば
同
地
下
街
の
人
に
頼
ん
で
電
話
で
警
察
に
連
絡
し
て
貰
っ
て
救
助
を
求
め
る
余
裕
も
あ
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ

る
。
た
だ
被
告
人
は
、
本
件
の
四
日
前
に
大
阪
に
出
て
来
た
も
の
で
あ
り
、
地
理
が
判
ら
な
い
こ
と
や
誤
想
に
基
づ
く
当
時
の
被
告
人
の

心
情
を
考
慮
す
る
と
、
被
告
人
に
右
の
よ
う
な
方
法
を
と
る
こ
と
を
現
実
に
期
待
す
る
こ
と
は
困
難
な
面
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
そ

れ
故
右
の
よ
う
な
状
況
下
で
な
さ
れ
た
被
告
人
の
本
件
所
為
は
現
在
の
危
難
の
誤
想
に
基
づ
く
避
難
行
為
で
あ
る
と
い
え
て
も
止
む
を
得

な
い
程
度
を
こ
え
た
過
剰
避
難
で
あ
る
」
と
説
示
し
て
、
刑
の
減
軽
を

155
）

し
た
。

注115
）

N
o
w
a
k
o
w
sk
i,
(F
n
.
42),
N
a
ch
b
em

3 R
n 6;

T
riffterer

,
(F
n
.
42),
11.
K
a
p R
n 133;

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
41),
N
a
ch
b
em

3 R
n 56.

116
）

D
.
K
ien
a
p
fel,
D
er rech

tfertig
en
d
e N
o
tsta
n
d
,
Ö
JZ 1975,

421 ff.,
429;

F
u
ch
s,
(F
n
.
43),
17.
K
a
p R
n 66;

L
ew
isch
,(F
n
.42),N

a
ch
b
em

3 R
n 94;

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
41),
N
a
ch
b
em

3 R
n 56.

117
）

ド
イ
ツ
刑
法
第
三
四
条
第
二
文
の
「
相
当
性
」
条
項
に
関
し
て
、
相
当
性
の
検
証
は
す
で
に
包
括
的
利
益
衡
量
の
中
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
、「
相
当
性
」

条
項
は
宣
言
的
意
味
し
か
有
し
な
い
と
す
る
の
が
、J.

B
a
u
m
a
n
n
,
U
.
W
eb
er
 
u
.
W
.
M
itsch

,
S
tra
frech

t A
T
,
11.
A
u
fl.,
2003,

17 R
n 87;
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L
en
ck
n
er
/
P
erro
n
,
(F
n
.
57),

34 R
n 46;

Z
iesch

a
n
g
,
(F
n
.
68),

34 R
n 79;

K
rey
/
E
sser
,
(F
n
.
42),

15 R
n 604.

オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も
、
ト
リ

フ
テ
ラ
ー
が
相
当
性
は
利
益
衡
量
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
論
ず
る
。T
riffterer

,
(F
n
.
42),

11.
K
a
p R
n 134.

ロ
ク
ス
イ
ー
ン
に
よ
れ

ば
、
相
当
性
は
包
括
的
利
益
衡
量
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
要
素
で
あ
る
が
、
刑
法
第
三
四
条
の
「
相
当
性
」
条
項
の
機
能
は
、
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る

こ
と
は
常
に
優
越
的
利
益
の
認
定
に
立
ち
は
だ
か
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。R

o
xin
,
(F
n
.
42),

16 R
n 26,

95,
100.

山
中
（
注
33
）
五
二

九
頁
以
下
。

118
）

L
ew
isch
,
(F
n
.
42),
N
a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 94;

F
u
ch
s,
(F
n
.
43),
17.
K
a
p R
n 68;

K
ien
a
p
fel /
H
o
p
fel,
(F
n
.
45),
Z 12 R

n 25;
K
u
h
l,
(F
n
.

9),
8 R
n 167.

119
）

W
essels /

B
eu
lk
e,
(F
n
.
42),

8 R
n 319;

F
u
ch
s,
(F
n
.
43),
17.
K
a
p R
n 67.

120
）

W
.
G
a
lla
s,
P
flich

ten
k
o
llisio

n a
ls S
ch
u
ld
a
u
ssch
ließ
u
n
g
sg
ru
n
d
,
M
ezg
er-F
estsch

rift,
1954,

311ff.,
325 f. ＝

B
eitra

g
e zu

r V
erb
re-

ch
en
sleh
re,
1968,

59 ff.,
70.

121
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
41),
N
a
ch
b
em

3 R
n 59;

F
u
ch
s,
(F
n
.
43),
17.
K
a
p R
n 69

「
こ
れ
が
正
当
化
さ
れ
る
な
ら
、
稀
な
血
液
の
持
ち
主
は
生
き
て

い
る
血
液
保
管
庫
と
し
て
あ
ち
こ
ち
歩
き
回
る
こ
と
と
な
り
、
誰
も
が
必
要
に
応
じ
て
こ
れ
に
手
を
伸
ば
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」。K

ien
a
p
fel /

H
o
p
fel,
(F
n
.
45),
Z 12 R

n 24;
E 1962,

B
T
-D
ru
ck
s.
IV
/650,

160.

こ
れ
に
対
し
て
、
夫
婦
、
親
子
の
関
係
の
よ
う
に
保
護
義
務
の
あ
る
場
合
、
例
外

的
に
血
液
の
強
制
採
取
が
正
当
化
さ
れ
る
と
の
見
解
に
、W

essels /
B
eu
lk
e,
(F
n
.
42),

8 R
n 320;

E
rb
,
(F
n
.
16),

34 R
n 185.

も
っ
と
広
く
例
外
を

認
め
る
の
がT

riffterer
,
(F
n
.
42),
11.
K
a
p R
n 133

（
宗
教
的
理
由
か
ら
の
拒
否
を
別
と
す
れ
ば
、
連
帯
の
観
点
か
ら
血
液
の
強
制
採
取
を
正
当
化
し
う

る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
肯
定
す
る
）、
ロ
ク
ス
イ
ー
ン
は
刑
訴
法
第
八
一
条
ａ
（
被
疑
者
の
強
制
的
血
液
検
査
）、
同
第
八
一
条
ｃ
（
第
三
者
の
強
制
的
血
液

検
査
）
を
援
用
し
て
、
血
液
の
強
制
採
取
を
肯
定
す
る
が
（R

o
xin
,
(F
n
.
42),

16 R
n 49

）、
し
か
し
、
強
制
的
検
査
と
強
制
的
供
血
に
同
一
の
評
価
を

下
す
の
は
不
適
切
で
あ
る
。v

g
l.
L
ew
isch
,
(F
n
.
42),
N
a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 98.

122
）

F
u
ch
s,
(F
n
.
43),
17.
K
a
p R
n 66;

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
41),
N
a
ch
b
em

3 R
n 59.

123
）

参
照
、
浅
田
（
注
32
）
二
五
三
頁
。

124
）

L
en
ck
n
er
/
P
erro
n
,
(F
n
.
57),

34 R
n 41e;

R
o
xin
,
(F
n
.
42),

16 R
n 96;

T
riffterer

,
(F
n
.
42),
11.
K
a
p R
n 133;

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
41),

N
a
ch
b
em

3 R
n 60.

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
シ
ュ
は
こ
う
い
っ
た
場
合
、
正
当
防
衛
の
問
題
と
し
て
扱
う
。
誘
拐
犯
人
に
よ
る
急
迫
の
侵
害
は
継
続
し
て
い
る
の
で
、

緊
急
救
助
が
許
さ
れ
、
緊
急
避
難
の
厳
格
な
「
相
当
性
」
要
件
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
力
ず
く
で
居
場
所
を
言
わ
せ
る
こ
と
も
許
さ
れ

る
と
。L

ew
isch
,
(F
n
.
42),
N
a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 105.

v
g
l.
S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
41),
N
a
ch
b
em

3 R
n 60.
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125
）

L
en
ck
n
er
/
P
erro
n
,
(F
n
.
57),

34 R
n 41b

.
v
g
l.
K
u
h
l,
(F
n
.
9),

8 R
n 132;

W
essels /

B
eu
lk
e,
(F
n
.
42),

10 R
n 443;

L
ew
isch
,
(F
n
.
42),

N
a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 101.

橋
田
久
「
強
制
に
よ
る
行
為
の
法
益
性
質
⑴
（
２
・
完
）」
法
学
論
叢
一
三
一
・
一
（
一
九
九
二
年
）
九
〇
頁
以
下
、
同
四
・

九
一
頁
以
下
。

126
）

B
a
u
m
a
n
n
/
W
eb
er
/
M
itsch

,
(F
n
.
117),

17 R
n 81.

v
g
l.
F
rister

,
(F
n
.
42),

17 R
n 18 ff.

参
照
、
高
橋
（
注
28
）
二
九
六
頁
「
自
然
現
象
に
よ

る
危
難
と
人
の
強
制
に
よ
る
危
難
と
を
区
別
す
る
必
要
は
な
い
」、
同
旨
、
大
谷
（
注
26
）
三
〇
四
頁
、
浅
田
（
注
32
）
二
五
〇
頁
以
下
、
山
口
（
注
35
）
一

四
一
頁
。

ド
イ
ツ
の
通
説
は
、
被
強
要
者
が
自
ら
強
要
者
の
道
具
と
な
る
、
し
た
が
っ
て
、
不
法
の
側
に
踏
み
込
む
場
合
に
つ
い
て
、
強
要
と
い
う
要
素
を
利
益
衡

量
の
一
要
素
と
捉
え
、
正
当
化
緊
急
避
難
の
成
立
す
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
肯
定
す
る（
二
分
説
）。
そ
の
一
は
、
避
難
行
為
が
軽
い
犯
罪
の
場
合
、
被
強
要

者
の
利
益
が
優
越
し
、
被
強
要
者
は
社
会
の
連
帯
を
要
求
で
き
る
。
例
え
ば
、
酩
酊
し
て
い
る
タ
ク
シ
ー
運
転
者
が
強
く
断
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
逃
走
中

の
犯
罪
者
か
ら
「
言
う
こ
と
を
き
か
な
い
と
殺
す
」
と
脅
さ
れ
て
乗
車
を
強
要
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
重
い
犯
罪
の
場
合
、
法
秩
序
の
維
持
が

被
強
要
者
の
利
益
に
優
越
す
る
。
例
え
ば
、
偽
証
し
な
い
と
殺
す
と
言
わ
れ
た
と
き
、
偽
証
に
は
正
当
化
緊
急
避
難
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
免
責
緊
急
避
難

の
可
能
性
が
残
る
。R

o
xin
,
(F
n
.
42),

16 R
n 68 f.;

K
rey
/
E
sser
,
(F
n
.
42),

15 R
n 614 f.;

G
.
S
tra
ten
w
erth
,
L
.
K
u
h
len
,
S
tra
frech

t A
T
,

5.A
u
fl.,2004,

9 R
n 103;

K
in
d
h
a
u
ser
,(F
n
.43),

17 R
n 34 f;

E
rb
,( F
n
.16),

34 R
n 140;

Z
iesch

a
n
g
,(F
n
.68),

34 R
n 69a

;
N
eu
m
a
n
n
,

(F
n
.
4),

34 R
n 53 ff.

参
照
、
山
中
（
注
33
）
五
二
九
頁
。
な
お
、
井
田
（
注
37
）
三
〇
七
頁
「
生
命
侵
害
を
回
避
す
る
た
め
第
三
者
の
財
産
を
侵
害
す

る
行
為
等
に
つ
い
て
は
、
違
法
性
阻
却
を
認
め
る
べ
き
」。

127
）

L
ew
isch
,
(F
n
.
42),
N
a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 101;

E
rb
,
(F
n
.
16),

34 R
n 169.

128
）

K
u
h
l,
(F
n
.
9),

8 R
n 132;

W
essels /

B
eu
lk
e,
(F
n
.
42),

R
n 443;

C
h
.
Ja
g
er
,
S
tra
frech

t A
T
,
5.
A
u
fl.,
2011,

4 R
n 161;

Jesch
eck
/

W
eig
en
d
,
(F
n
.
12),

44 II 3;
H
ein
rich
,
(F
n
.
72),

R
n 580;

B
.
K
elk
er
,
D
er N

o
tig
u
n
g
sn
o
tsta
n
d
,
1993,

149 ff.;
L
ew
isch
,
(F
n
.
42),

N
a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 101;

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
41),
N
a
ch
b
em

3 R
n 61.

参
照
、
橋
田
久
「
強
制
に
よ
る
行
為
の
法
的
性
質
（
一
）」
法
学
論
叢
一
三

一
巻
一
号
（
一
九
九
二
年
）
九
〇
頁
以
下
、
九
二
頁
。

129
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
41),
N
a
ch
b
em

3 R
n 61;

F
u
ch
s,
(F
n
.
43),
18.
K
a
p R
n 22;

M
o
o
s,
(F
n
.
45),

10 R
n 121.

130
）

参
照
、
東
京
高
判
平
成
八
・
六
・
二
六
判
時
一
五
七
八
・
三
九
﹇
オ
ウ
ム
真
理
教
リ
ン
チ
殺
人
事
件
﹈〔
被
告
人
は
オ
ウ
ム
真
理
教
の
教
祖
か
ら
解
放
の
条

件
と
し
て
甲
を
殺
す
よ
う
に
言
わ
れ
、
甲
を
殺
害
し
た
と
い
う
事
案
〕「
被
告
人
の
甲
殺
害
事
件
は
、
被
告
人
の
身
体
の
自
由
に
対
す
る
現
在
の
危
難
を
避
け

る
た
め
に
、
已
む
む
こ
と
を
得
ざ
る
に
出
で
た
る
行
為
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
他
方
、
被
告
人
は
、
自
己
の
身
体
の
自
由
に
対
す
る
危
難
か
ら
逃
れ
る
た
め
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に
、
甲
を
殺
害
し
た
の
で
あ
っ
て
、
法
益
の
均
衡
を
失
し
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
被
告
人
の
行
為
に
は
、
過
剰
避
難
が
成
立
す
る
」。

井
上
宜
裕
『
緊
急
行
為
論
』
二
〇
〇
七
年
・
七
五
頁
以
下
。

131
）

K
ien
a
p
fel /
H
o
p
fel,
(F
n
.
45),
Z 12 R

n 29;
S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
41),
N
a
ch
b
em

3 R
n 62;

R
o
xin
,
(F
n
.
42),

16 R
n 54;

B
G
H
 
N
JW
 
1976,

680

（
弁
護
士
が
依
頼
人
の
金
銭
を
背
任
す
る
こ
と
は
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
自
分
の
事
務
所
の
倒
産
と
評
判
の
落
ち
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
ば

あ
い
で
あ
っ
て
も
、
正
当
化
さ
れ
な
い
）。

132
）

W
essels /

B
eu
lk
e,
(F
n
.
42),

8 R
n 317.

133
）

K
ien
a
p
fel /
H
o
p
fel,
(F
n
.
45),
Z 12 R

n 26;
F
u
ch
s,
(F
n
.
43),
17.
K
a
p R
n 74;

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
41),
N
a
ch
b
em

3 R
n 66;

L
ew
isch
,
(F
n
.

42),
N
a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 119;

K
u
h
l,
(F
n
.
9),

8 R
n  183.

こ
れ
に
対
し
て
、
ト
リ
フ
テ
ラ
ー
は
、
正
当
化
す
る
緊
急
避
難
の
法
類
推
の
基
に
な
っ
て

い
る
民
法
典
や
刑
法
典
の
関
連
規
定
を
根
拠
に
特
別
の
緊
急
避
難
意
思
を
要
求
す
る
。T

riffterer
,
(F
n
.
42),
11.
K
a
p R
n 136.

不
要
説：

香
川
（
注
23
）

一
八
九
頁
、
平
野
（
注
22
）
二
四
二
頁
、
内
藤
（
注
31
）
四
三
一
頁
、
内
田
（
注
26
）
一
八
六
頁
。
な
お
、
浅
田
（
注
32
）
二
五
一
頁
以
下
は
、
緊
急
避
難

の
法
的
性
質
に
関
す
る
違
法
性
阻
却
中
心
の
三
分
説
の
足
場
か
ら
、
違
法
性
阻
却
の
場
合
は
避
難
意
思
は
不
要
で
あ
る
が
、
責
任
阻
却
の
場
合
は
避
難
意
思

は
必
要
と
す
る
。

134
）

参
照
、
花
井
哲
也
「
過
失
犯
と
違
法
阻
却
」（
阿
部
純
二
等
編
『
刑
法
基
本
講
座
』
第
三
巻
所
収
）
一
九
九
四
年
・
一
九
一
頁
以
下
、
一
九
九
頁
、
山
中
（
注

33
）
五
二
六
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
宮
島
英
世
「
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
成
否
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
自
動
車
運
転
行
為
に
緊
急
避
難
の
成
立
を
認
め
た
事

例
」
判
タ
二
六
四
号
五
五
頁
以
下
は
、
過
失
犯
に
お
け
る
客
観
的
注
意
義
務
の
内
容
と
し
て
の
客
観
的
結
果
回
避
可
能
性
と
緊
急
避
難
の
要
件
と
し
て
の
補

充
性
と
の
間
の
共
通
点
に
着
目
し
て
、「
客
観
的
回
避
可
能
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
補
充
性
の
原
則
で
い
う
他
に
避
け
る
べ
き
方
法
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
し
、
逆
に
、
補
充
性
の
原
則
を
充
し
他
に
避
く
べ
き
方
法
が
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
に
は
客
観
的
注
意
義
務
の
う
ち
少
な
く
と
も
客
観
的
回
避
可
能
性
は

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
の
で
、
構
成
要
件
的
過
失
を
認
め
つ
つ
、
同
時
に
緊
急
避
難
も
肯
定
す
る
事
態
は
存
在
し
な
い
と
論
ず
る
。

参
照
、
大
阪
高
判
平
成
七
・
一
二
・
二
二
判
タ
九
二
六
・
二
五
六
〔
被
告
人
が
、
自
動
車
を
運
転
し
て
、
交
差
点
手
前
を
走
行
中
、
ワ
ゴ
ン
車
が
被
告
人

車
を
左
側
走
行
車
線
か
ら
追
い
越
し
、
進
路
前
方
に
割
り
込
む
状
態
で
停
車
し
た
た
め
、
被
告
人
車
も
停
車
し
た
と
こ
ろ
、
ワ
ゴ
ン
車
か
ら
降
り
た
男
が
、

助
手
席
の
ド
ア
附
近
を
蹴
っ
た
り
ガ
ラ
ス
を
叩
く
な
ど
し
た
た
め
、
こ
れ
を
避
け
よ
う
と
、
同
交
差
点
を
右
折
し
よ
う
と
し
た
際
、
対
向
直
進
車
両
の
有
無

及
び
そ
の
安
全
を
確
認
し
な
い
ま
ま
右
折
発
進
し
た
た
め
、
対
向
直
進
し
て
き
た
甲
運
転
の
自
動
二
輪
車
に
自
車
を
衝
突
さ
せ
て
同
人
を
跳
ね
飛
ば
し
、
脳

挫
傷
な
ど
に
よ
り
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
事
案
〕。
原
審
は
被
告
人
の
緊
急
避
難
の
主
張
に
対
し
て
過
剰
避
難
を
認
定
し
た
。
大
阪
高
裁
は
、
ワ
ゴ
ン
車
か
ら
降

り
て
き
た
男
が
、
乗
っ
て
い
る
も
の
を
車
外
に
引
き
出
し
て
暴
行
す
る
事
態
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
と
認
め
、
被
告
人
及
び
同
乗
者
の
身
体
に
対
す
る
危
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難
が
間
近
に
迫
っ
て
い
た
と
し
て
現
在
の
危
難
を
肯
定
し
た
が
、「
被
告
人
の
本
件
運
転
行
為
は
、
前
記
危
難
を
避
け
る
た
め
で
あ
っ
て
も
、
他
に
と
る
方
法

が
な
か
っ
た
又
は
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
、
緊
急
避
難
と
し
て
の
補
充
性
及
び
相
当
性
の
要
件
を
欠
く
」
と
し
て
、
業
務
上
過
失
致
死

罪
の
成
立
を
認
め
た
。

135
）

大
判
昭
和
七
・
三
・
七
刑
集
一
一
・
二
八
五
は
、〔
産
婆
規
則
に
反
し
て
産
婆
名
簿
に
登
録
を
受
け
な
い
者
が
、
山
間
僻
土
で
産
婆
を
適
宜
依
頼
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
た
め
に
、
六
回
に
わ
た
り
産
児
を
取
り
上
げ
謝
礼
を
受
け
た
と
い
う
事
案
〕に
お
い
て
、「
右
登
録
ヲ
受
ケ
ル
コ
ト
ハ
産
婆
業
務
ヲ
行
フ
者
ノ
業

務
ニ
属
ス
ル
コ
ト
明
白
ナ
リ
ト
ス
。
而
シ
テ
業
務
上
特
別
ノ
義
務
ア
ル
者
ニ
付
テ
ハ
緊
急
避
難
ヲ
認
ム
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
コ
ト
刑
法
第
三
七
条
第
二
項
ノ

明
記
ス
ル
ト
コ
ロ
ナ
ル
」
と
判
示
し
て
緊
急
避
難
の
成
立
を
否
定
し
た
。
し
か
し
、
産
婆
登
録
は
危
難
へ
の
対
応
と
は
関
係
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
判
決
は

「
業
務
上
特
別
の
義
務
」
の
理
解
に
お
い
て
適
切
で
な
い
。
大
塚
（
注
27
）
四
〇
六
頁
注
12
。

136
）

K
ien
a
p
fel /
H
o
p
fel,
(F
n
.
45),
Z 12 R

n 30a
;
S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
41),
N
a
ch
b
em

3 R
n 68 f;

L
ew
isch
,
(F
n
.
42),
N
a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 108.

137
）

R
o
xin
,(F
n
.42),

16 R
n 65;

W
.
K
u
p
er
,D
ie so

g
.,,G
efa
h
rtra
g
u
n
g
sp
flich

ten
“
im
 
G
efu
g
e d
es rech

tfertig
en
d
en N

o
tsta
n
d
es,JZ 1880,

755 ff. ,
756;

L
ew
isch
,
(F
n
.
42),

N
a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 108.

な
お
、
浅
田
（
注
32
）
二
四
七
頁
（
こ
の
よ
う
な
場
合
、
特
別
の
義
務
が
消
滅
し
て
い

る
）、
小
田
直
樹
「
特
別
義
務
者
と
緊
急
避
難
」（『
変
動
期
の
刑
事
法
学

森
下
忠
先
生
古
稀
祝
賀
』
所
収
）
一
九
九
五
年
・
二
九
五
頁
以
下
（
刑
法
三
五
条

の
職
務
行
為
と
し
て
許
さ
れ
る
）。

138
）

参
照
、
大
塚
（
注
27
）
四
〇
六
頁
。

139
）

R
o
xin
,
(F
n
.
42),

16 R
n 60;

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
41),
N
a
ch
b
em

3 R
n 71;

L
ew
isch
,
(F
n
.
42),
N
a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 110.

140
）

K
.
B
in
d
in
g
,H
a
n
d
b
u
ch d
es S
tra
frech

ts,
B
d
.I,1885,778

「
危
難
に
赴
く
者
は
そ
こ
で
命
を
失
う
」。
大
場
（
注
38
）
五
八
一
頁
「
危
難
ト
ハ
行

為
者
ノ
有
責
行
為
ニ
基
カ
サ
ル
危
難
状
態
ヲ
指
称
ス
ル
…
…
何
ト
ナ
レ
ハ
一
般
ノ
見
解
ニ
従
ヘ
ハ
自
己
ノ
有
責
行
為
ニ
依
リ
自
ラ
招
キ
タ
ル
危
難
状
態
ハ
危

難
ナ
ル
意
義
中
ニ
包
含
ス
ル
モ
ノ
ト
為
ス
能
ハ
サ
レ
ハ
ナ
リ
」。
大
判
大
正
一
三
・
一
二
・
一
二
刑
集
三
・
八
七
〇
〔
自
動
車
運
転
手
で
あ
る
被
告
人
が
、
対

向
し
て
く
る
自
動
車
と
貨
物
を
満
載
し
た
荷
車
の
背
後
に
十
分
注
意
す
る
こ
と
な
く
、
荷
車
の
側
を
擦
れ
違
お
う
と
し
た
と
き
、
突
然
、
荷
車
の
背
後
か
ら

甲
が
現
れ
道
路
を
横
切
ろ
う
と
し
た
の
で
、
こ
れ
を
避
け
よ
う
と
し
て
進
路
を
さ
ら
に
右
方
に
転
換
し
た
と
こ
ろ
、
甲
の
祖
母
に
衝
突
し
、
死
亡
さ
せ
た
と

い
う
事
案
。
業
務
上
過
失
致
死
罪
成
立
。
緊
急
避
難
不
成
立
〕「
刑
法
第
三
七
条
ニ
於
テ
緊
急
避
難
ト
シ
テ
刑
罰
ノ
責
任
ヲ
科
セ
サ
ル
行
為
ヲ
規
定
シ
タ
ル
ハ

公
平
正
義
ノ
観
念
ニ
立
脚
シ
他
人
ノ
正
当
ナ
ル
利
益
を
侵
害
シ
テ
尚
自
己
ノ
利
益
ヲ
保
ツ
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
レ
ハ
同
条
ハ
其
ノ
危
難
ハ
行
為

者
カ
其
ノ
有
責
行
為
ニ
因
リ
自
ラ
招
キ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
社
会
ノ
通
念
ニ
照
シ
已
ム
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
其
ノ
避
難
行
為
ヲ
是
認
ス
ル
能
ハ
サ
ル
場
合
ニ

之
ヲ
適
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
へ
キ
」。
東
京
高
判
昭
和
四
五
・
一
一
・
二
六
東
高
刑
時
報
二
一
・
一
一
・
四
〇
八
「
行
為
者
が
事
故
の
故
意
又
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は
過
失
に
よ
り
自
ら
招
い
た
危
難
を
回
避
す
る
た
め
の
行
為
は
、
緊
急
避
難
行
為
に
は
当
た
ら
な
い
」。

141
）

B
a
y
O
b
L
G
 
N
JW
 
2046.

142
）

R
o
xin
,
(F
n
.
42),

16 R
n 64;

E
rb
,
(F
n
.
16),

34 136.

原
因
に
お
い
て
違
法
な
行
為
の
理
論
の
支
持
者
に
、
山
口
（
注
35
）
一
四
九
頁
、
同
「
自
招

危
難
に
つ
い
て
」（『
刑
事
法
学
の
課
題
と
展
望

香
川
達
夫
先
生
古
稀
祝
賀
』
所
収
）
一
九
九
六
年
・
一
九
九
頁
以
下
。

143
）

J.
H
ru
sch
k
a
,
A
n
m
erk
u
n
g zu

m
 
B
esch

lu
ß
d
es B

a
y
O
b
L
G
 
v
.
26.5.1978,

JR
 
1979,

125 ff.,
126;

R
G
S
t 61,

242
(255).

144
）

参
照
、
内
藤
（
注
31
）
四
三
七
頁
、
小
名
木
明
宏
「
自
招
危
難
」
刑
法
の
争
点
﹇
三
版
﹈
五
四
頁
以
下
。

145
）

R
o
xin
,(F
n
.42),

16 R
n 62;

L
ew
isch
,(F
n
.42),N

a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 111;

W
.
K
u
p
er,
D
er
,,v
ersch

u
ld
ete“

rech
tfertig

en
d
e N
o
tsta
n
d
,

1983,
32 f.

E
rb
,
(F
n
.
16),

34 R
n 134.

参
照
、
大
塚
（
注
27
）
四
〇
三
頁
。
な
お
、
佐
伯
（
注
31
）
二
〇
七
頁
以
下
（
自
招
危
難
に
つ
き
、
そ
の
際
の

事
情
に
照
ら
し
て
、
そ
の
よ
う
な
避
難
行
為
を
な
す
こ
と
が
無
理
も
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
相
当
性
の
見
地
か
ら
具
体
的
に
判
断
さ
れ
る
べ

き
と
す
る
）。
團
藤
（
注
23
）
二
四
九
頁
「
行
為
を
全
体
と
し
て
み
て
、
や
む
を
え
な
か
っ
た
も
の
と
み
と
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
避
難
行
為
者

が
み
ず
か
ら
危
難
を
招
い
た
ば
あ
い
に
は
、
こ
の
要
件
を
欠
く
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
」、
福
田
（
注
50
）
一
六
八
頁
注
３
「
み
ず
か
ら
危
難
を
招
き
、
こ
の

状
態
で
第
三
者
の
法
益
を
侵
害
し
た
ば
あ
い
は
、
社
会
的
相
当
性
を
欠
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
り
、
違
法
性
を
阻
却
し
な
い
」。

146
）

木
村
（
注
34
）
二
七
二
頁
以
下
「
す
く
な
く
と
も
、
故
意
に
危
難
を
招
来
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
招
来
し
た
者
が
緊
急
状
態
に
あ
る
者
で
あ
れ
、
違
法

阻
却
事
由
と
し
て
の
緊
急
避
難
に
あ
っ
て
は
権
利
の
濫
用
で
あ
り
、
又
、
責
任
阻
却
事
由
と
し
て
の
緊
急
避
難
に
あ
っ
て
は
期
待
可
能
性
が
な
か
っ
た
と
い

い
得
な
い
か
ら
、
緊
急
避
難
は
許
さ
れ
な
い
」。

147
）

V
g
l.
R
o
xin
,
(F
n
.
42),

16 R
n 63;

E
rb
,
(F
n
.
16),

34 R
n 135.

148
）

同
旨
、
宮
本
英
脩
『
刑
法
学
粋
』
一
九
三
一
年
・
二
四
五
頁
、
江
家
義
男
『
刑
法
講
義
総
則
篇
』
一
九
四
七
年
・
一
八
二
頁
、
山
中
（
注
33
）
五
二
四
頁
。

反
対
、
木
村
（
注
34
）
二
四
一
頁
、
大
塚
（
注
27
）
三
九
一
頁
。

149
）

K
u
h
l,
(F
n
.
9),

8 R
n 34,

119;
B
G
H
 
b
D
 
M
R
R
 
1971,

361 ＝
JZ 1973,

173.

150
）

最
判
昭
和
二
八
・
一
二
・
二
五
刑
集
七
・
一
三
・
二
六
七
一
（
ト
ン
ネ
ル
内
で
の
熱
気
の
上
昇
有
毒
ガ
ス
の
発
生
等
に
よ
る
生
命
身
体
に
対
す
る
危
険
を

避
け
る
た
め
に
は
、
列
車
を
三
割
減
車
す
れ
ば
足
り
る
の
に
、
さ
ら
に
進
ん
で
全
面
的
に
職
場
を
放
棄
す
る
行
為
は
過
剰
避
難
で
あ
る
）。
東
京
高
判
昭
和
五

七
・
一
一
・
二
九
刑
月
一
四
・
一
一＝

一
二
・
八
〇
四
〔
か
ね
て
不
仲
で
あ
り
酒
乱
で
粗
暴
癖
の
あ
る
甲
（
弟
）
が
被
告
人
方
へ
飲
酒
酩
酊
の
う
え
鎌
を
持
っ

て
暴
れ
こ
ん
で
き
た
の
で
、
被
告
人
は
身
の
危
険
を
感
じ
て
、
自
宅
前
か
ら
乗
用
車
の
酒
気
帯
び
運
転
で
乗
り
出
し
、
約
20
分
間
運
転
を
継
続
し
、
警
察
署

に
助
け
を
求
め
た
と
い
う
事
案
。
過
剰
避
難
成
立
〕「
被
告
人
が
自
宅
の
前
か
ら
酒
気
帯
び
運
転
の
行
為
に
出
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
や
む
を
得
な
い
方
法
で
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あ
っ
て
、
か
か
る
行
為
の
出
た
こ
と
は
条
理
上
首
肯
し
う
る
…
…
し
か
し
な
が
ら
、
戸
鹿
野
芭
橋
を
渡
っ
て
市
街
地
に
入
っ
た
後
は
、
甲
車
の
追
跡
の
有
無

を
確
か
め
る
こ
と
は
困
難
で
は
あ
る
が
不
可
能
で
は
な
く
、
適
当
な
場
所
で
運
転
を
や
め
、
電
話
連
絡
等
の
方
法
で
警
察
の
助
け
を
求
め
る
こ
と
が
不
可
能

で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
被
告
人
の
一
連
の
避
難
行
為
が
一
部
過
剰
な
も
の
を
含
む
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
前
記
一

連
の
行
為
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
本
件
行
為
を
か
く
然
た
る
一
線
を
も
っ
て
前
後
に
分
断
し
、
各
行
為
の
刑
責
の
有
無
を
決
す
る
の
は
相
当
と
は
考
え
ら
れ
な

い
の
で
あ
っ
て
、
全
体
と
し
て
の
刑
責
の
有
無
を
決
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
被
告
人
の
行
為
を
全
体
と
し
て
見
る
と
、
自
己
の
生
命
、
身

体
に
対
す
る
現
在
の
危
険
を
避
け
る
た
め
や
む
を
得
ず
行
な
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
程
度
を
超
え
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」。

151
）

最
判
昭
和
三
五
・
二
・
四
刑
集
一
四
・
一
・
六
一
。

152
）

同
旨
、
大
谷
（
注
26
）
三
二
三
頁
、
浅
田
（
注
32
）
二
五
九
頁
、
前
田
（
注
23
）
三
六
四
頁
、
西
田
（
注
26
）
一
四
三
頁
。

153
）

参
照
、
西
田
（
注
26
）
一
四
二
頁
、
福
田
（
注
145
）
一
七
〇
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
違
法
性
・
責
任
減
少
説：

大
谷
（
注
26
）
三
〇
八
頁
、
浅
田
（
注
32
）

二
五
九
頁
以
下
、
山
口
（
注
35
）
一
五
〇
頁
。

154
）

参
照
、
内
田
文
昭
「
誤
想
過
剰
非
難
に
つ
い
て
」
研
修
六
一
一
号
三
頁
以
下
。

155
）

そ
の
他
、
東
京
地
判
平
成
九
・
一
二
・
一
二
判
時
一
六
三
二
・
一
五
二
。
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